
函館市役所職員労働組合との交渉の概要 

 

○交渉日時 令和６年(2024年)１月１９日（金）１７：３０～１７：５０ 

○交渉場所 市役所８階大会議室 

○出 席 者 当局側 関係部局長，他 計11名 

      組合側 鎌田執行委員長，他 計約30名 

 

交渉項目 
令和６年度(2024年度)事務事業・組織機構の見直しによる職員数の見直 

しについて 

交渉要旨 

（組合） 

昨年の10月の提案については，11月に合意したが，１月12日に追加の 

提案がされており，この時期に提案交渉を実施するのは珍しいことだと 

考えている。 

総論として，今回の事務事業・組織機構の見直しについて，今後の提 

案時期や見直しサイクルの考え方を伺いたい。 

また，従来の提案時期以外に見直しの提案をする場合には，どのよう 

な観点，判断や基準で提案するのか伺いたい。 

（当局） 

 提案の時期については，各部における事務事業・組織機構の見直しの 

検討に要する期間や，関連する新年度の予算要求，条例・規則改正のほ 

か，新たな執行体制への準備期間などを踏まえて，毎年度10月頃に提案 

している。 

 なお，本市における各種施策の展開や新たな行政需要，また，国の動 

向などにより，速やかに事務事業・組織機構の見直しを行う必要が生じ 

た場合には，適時，追加提案したいと考えている。 

（組合） 

 見直しに要する期間，予算要求や条例改正等のほか，新たな執行体制 

への準備期間などを踏まえると，今後も10月頃の提案になるものと理解 

した。 

 回答のとおり，国の動向によっては，10月頃以外の時期の提案がある 

ものと考えており，提案内容によっては，全体交渉で提案の考え方を明 

確にしたうえで，十分な時間をいただき，職場で協議したいと考えてい 

るので，ご対応をよろしくお願いしたい。 

今回の提案については，各職場で議論したうえで，しかるべき時期に 

回答をしたい。 

備   考 １月３１日正式合意 

（総務部行政改革課 令和６年(2024)年１月３１日現在）  


